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2013　12月

「
門
松
カ
ー
ド
募
金
」
に
ご

協
力
く
だ
さ
い

　

か
ご
し
ま
み
ど
り
の
基
金
で

は
、
み
ど
り
豊
か
な
県
土
づ
く
り

を
推
進
す
る
一
環
と
し
て
「
門
松

カ
ー
ド
募
金
」
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
「
門
松
カ
ー
ド
」
の
募
金

は
、
県
民
参
加
の
み
ど
り
づ
く
り

を
進
め
、
県
民
の
緑
化
意
識
の
高

揚
を
図
り
、
潤
い
あ
る
美
し
い
郷

土
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
、

地
域
の
緑
化
活
動
や
普
及
啓
発
活

動
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

●
価
格
＝
20
円
（
２
枚
１
組
）

●
申
込
方
法
＝
町
内
会
を
通
じ
て

申
し
込
む
か
、
直
接
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限
＝
12
月
20
日
（
金
）

問
市
み
ど
り
推
進
協
議
会
事
務
局

　
（
市
畜
産
林
務
課
内
・
２
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
８

　

各
総
合
支
所
産
業
建
設
課

「
世
界
の
ク
リ
ス
マ
ス
を
知

ろ
う
！
」
の
参
加
者
を
募
集

●
日
時
＝
12
月
８
日
（
日
）

　

10
時
～
16
時

●
場
所
＝
市
民
族
館
、
カ
ピ
ッ
ク

セ
ン
タ
ー

●
内
容

○
お
菓
子
の
家
を
つ
く
ろ
う

　

時
間
＝
13
時
30
分
～
16
時

　

定
員
＝
50
人

　

参
加
費
＝
５
０
０
円

※
要
予
約

○
親
子
で
ミ
ニ
ツ
リ
ー
を
作
ろ
う

　

時
間
＝
①
13
時
～
14
時
30
分
、

　
　
　
　

②
14
時
30
分
～
16
時

　

定
員
＝
各
50
人

　

参
加
費
＝
５
０
０
円

※
要
予
約

○
民
族
館
で
ク
リ
ス
マ
ス
の
手
づ

く
り
体
験

　

時
間
＝
10
時
～
16
時

　

参
加
費
＝
１
０
０
円

　

内
容
＝
ビ
ー
ズ
ア
ク
セ
サ
リ
ー

作
り
（
ク
リ
ス
マ
ス
バ
ー
ジ
ョ

ン
）

○
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
（
先
着
２
０
０

人
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
付
き
）

　

時
間
＝
10
時
～
16
時

問
カ
ピ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
４ｰ
45ｰ
３
２
８
８

「
統
合
失
調
症
の
家
族
教

室
」
の
参
加
者
を
募
集

　

統
合
失
調
症
は
１
０
０
人
に
１

人
程
の
割
合
で
発
症
す
る
、
決
し

て
珍
し
く
な
い
脳
の
病
気
で
す
。

　

し
か
し
、
本
人
が
病
気
の
発
症

情 報 掲 示 板

Information

Information 情 報 掲 示 板

　児童虐待は、次の４つに分類されます。
●身体的虐待
　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れ

させる、冬に戸外に閉め出す　など 
●性的虐待
　子どもへの性交、性的暴力、性行為の強要、子ど

もに性器・性交・ポルノビデオ等を見せる　など 
●ネグレクト（育児放棄）
　登校・登園をさせない、病気になっても病院に連

れていかない、乳幼児を残したまま度々外出する、
食事を食べさせない、衣服など長期間不衛生なま
まにしておく　など 

●心理的虐待
　言葉で脅したり脅迫したりする、無視をする、拒

否的な態度をとる、 子どもの自尊心が傷つくよう
なことをくり返し言う　など

　児童虐待に関する相談対応件数は、依然として増
加しており、特に、子どもの命が奪われるなど重大
な事件が後を絶たない状況です。児童虐待問題は社
会全体で早急に解決すべき課題となっています。
　児童虐待防止法では、虐待を受けている子どもに
気付いたときはもちろん、「虐待を受けたのでは」と
疑われる場合も通告することが義務付けられていま
す。虐待かどうかは、児童相談所や市が判断しますが、
仮に虐待の事実がなくても通告者が責任を問われる
ことはなく、連絡（通告）した人の秘密は法律で守
られています。
　「虐待では」と感じたときは、勇気をもって連絡（通
告）や相談をしてください。

　DV には、次のようなものがあります。
●身体的暴力
　殴る、蹴る、物を投げつける、突き飛ばす　など 
●性的暴力
　性的行為を強要する、見たくないポルノビデオ等

を見せる、避妊に協力しない　など 
●子どもを利用した暴力
　子どもの前で暴力をふるう、子どもに危害を加え

ると脅す、子どもを取り上げ引き離す　など
●精神的暴力
　大声で怒鳴る、人格を否定するような暴言を吐く、

無視する、拒否的な態度をとる、大事にしている
ものを壊す　など
●経済的暴力
　生活費を渡さない、お金の使い道を細かく監視す

る、女性が働き収入を得ることを妨げる　など
●社会的隔離
　外出や親族・友人との付き合いを制限する、携帯

電話やメールを細かくチェックする　など

　配偶者からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、
セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女
性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するも
のであり、決して許されない行為です。暴力の背景
には、男女の経済力の格差や男性優位、男性中心の
社会構造、女性を対等なパートナーと見ない女性差
別の意識があります。配偶者や恋人などパートナー
から、暴力（DV）を受けている被害者は、一人で悩
まず相談をしましょう。

問市民活動推進課　☎0994-43-2111　内線3593

▲パープルリボン

問市子育て支援課　☎ 0994-43-2111　内線 3186
　大隅児童相談所　☎ 0994-43-7011

▲オレンジリボン

【相談先】
市子育て支援課婦人相談窓口
　☎ 0994-43-2111　内線 3186
鹿屋警察署（被害者相談窓口）
　☎ 0994-44-0110
県男女共同参画センター内相談室
　☎ 099-221-6630
県女性相談センター
　☎ 099-222-1467

オレンジリボンには子どもの
虐待を防止するというメッ
セージが込められています。

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
11月12日（火）～25日（月） 11月は「児童虐待防止推進月間」

女性に対する暴力
をなくす運動のシ
ンボルマークです。

や
悪
化
に
気
づ
き
に
く
い
た
め
、

家
族
や
周
囲
の
人
々
の
支
援
が
と

て
も
重
要
で
す
。

　

統
合
失
調
症
や
福
祉
制
度
へ
の

理
解
を
深
め
る
た
め
、
同
じ
立
場

に
あ
る
患
者
の
家
族
と
語
り
合
っ

て
み
ま
せ
ん
か
。

●
内
容
な
ど

●
場
所
＝
大
隅
地
域
振
興
局
別
館

２
階
大
会
議
室

●
参
加
料
＝
無
料

●
申
込
方
法
＝
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

問
大
隅
地
域
振
興
局
地
域
保
健
福

祉
課

　

☎
０
９
９
４ｰ

52ｰ

２
１
２
４

「
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き
サ

ロ
ン
講
座
」
の
参
加
者
を

募
集

　

地
域
の
人
々
が
公
民
館
な
ど
身

近
な
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
、
お

し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
楽
し
い
ひ
と

と
き
を
過
ご
す
。
そ
ん
な
ス
テ
キ

な
活
動
を
始
め
る
た
め
の
講
座
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時
＝
11
月
22
日
（
金
）

　

９
時
30
分
～
11
時
40
分

●
場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や
情

　

報
研
修
室

●
対
象
者
＝
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い

き
サ
ロ
ン
に
関
心
が
あ
る
人

●
内
容
＝
ふ
れ
あ
い
・
い
き
い
き

サ
ロ
ン
活
動
に
つ
い
て
紹
介
、

事
例
発
表
、
サ
ロ
ン
活
動
等
で

役
立
つ
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

●
参
加
料
＝
無
料

●
定
員
＝
60
人
（
定
員
に
な
り
次

第
締
め
切
り
）

●
応
募
方
法
＝
直
接
来
所
又
は
電

話
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

問
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
９
９
４ｰ

44ｰ

２
２
７
７

№ 期　日 時　間 内　容

1 12月 10日（火） 14:00 ～15:30
統合失調症に関する講
話、座談会

2 12月 16日（月） 14:00 ～15:30
福祉制度や家族会につ
いての講話、座談会

地区名 性別 頭数（頭） 平均価格（円） 最高価格（円） 最低価格（円） 平均体重（kg）

鹿屋地区
めす 150 432,413 584,000 336,000 258
去勢 143 515,741 659,000 353,000 288

吾平地区
めす 39 446,308 573,000 330,000 263
去勢 38 523,526 669,000 375,000 292

串良地区
めす 196 440,199 879,000 272,000 254
去勢 203 515,315 686,000 398,000 279

輝北地区
めす 64 474,344 654,000 306,000 272
去勢 90 560,933 716,000 187,000 307
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